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1.はじめに 

 

 

近年の少子高齢化や景気の低迷など、目まぐるしく社会情勢が変化するなか

で、限られた財源をより有効に活用し、市民のニーズに対応した事業を行うた

め、市民の意見を行政運営に取り入れる必要性が高まっています。 

そこで、恵那市が取り組んでいる行政評価制度において、市民による事務事

業の評価方法を検討するため、本委員会は設置されました。 

本委員会では平成 21 年度に行政が行った約 600 ある事務事業のうち、行政が

選定した 4 事業について試行的に評価を行いました。また、評価を行うことに

よって明らかになった問題点について議論し、評価の手法や委員会の在り方に

ついて、提言を取りまとめました。 

 委員は必ずしも市政に精通していませんでしたが、担当者から細部について

説明を受け、質疑に的確に答えていただくことにより、市民の視点からの評価

を行うことができました。 

 今後、ここに提出した提言書を行政で十分に検証した上で、可能な限り行政

運営に反映し、より良い市政運営がなされるよう要望いたします。 

 

 

   平成２３年２月４日 

 

恵那市外部評価試行委員会 

委 員 長  市川 美彦 

副委員長  柘植 麻美 

委  員  柴  英子 

委  員  田口 譲 

委  員  竹内 泰夫 

委  員  服部 ゆかり 

委  員  宮地 政臣 
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2.平成 22 年度外部評価試行委員会の活動 

 

 

第 1 回 平成 22 年 10 月 27 日（水） 

①恵那市の行政評価について 

②評価の方法について 

 

第 2 回 平成 22 年 11 月 12 日（金） 

各担当課から委員へ評価対象事業の詳細説明と、委員から担当課へのヒアリ

ング、及び各委員による事業の評価 

・上矢作歯科診療所運営経費 

・合併浄化槽補助事業 

・恵那市女性防火クラブ育成事業 

・ユビキタス管理運営事業 

 

第 3 回 平成 22 年 11 月 29 日（月） 

①担当課からの追加説明（上矢作歯科診療所運営経費） 

②各委員が作成した評価委員チェックシートの取りまとめ 

 

第 4 回 平成 22 年 12 月 16 日（木） 

①今後の評価方法と委員会について 

・評価対象事業について（選定の仕方・年間評価事業数など） 

・各課ヒアリングについて（説明資料・説明の仕方など） 

・評価委員チェックシートの記入について（評価の 4 視点・シートの様式・

使い勝手・評価の取りまとめ方法など） 

・評価結果の進行管理について（評価結果・提案や意見の進行管理・評価の

過程や結果の公表の仕方など） 

・今後の委員会の在り方について（委員の人数・委員会の回数・開催時期な

ど） 

②提言書の案について 

 

第 5 回 平成 23 年 1 月 21 日（金） 

 提言書（案）の確認について 

 

 

 

3



  

3.外部評価試行委員会による評価結果 

 

 

 平成 21 年度に市が行った約 600 の事業のうち、4 事業について意見を求めら

れました。本委員会の評価は以下のとおりです。 

 

 

事業名 上矢作歯科診療所運営経費 

総合評価 Ｂ 

上矢作歯科診療所は、今後ますます高齢化の進む中、交通弱者といわれる

高齢者が地域で医療を受けるのに必要と考えます。 

しかし、効率性を考えるとこのまま継続していくのではなく、上矢作病院

との併設や、民間移譲も視野に考える必要があります。 

予防歯科によって地域に貢献していますが、予防歯科は恵那市全域で必要

と思われます。また、恵那市では歯科がない地域もあり、公平性に欠けるこ

とから、地域医療の配分も考える必要があります。 

当分は地域医療の確保のため継続する必要がありますが、恵那市公立病院

等の在り方検討委員会で十分な検討をしていただくことを要望します。 

今後の展開方向 

今後の在り方を検討しながら継続（恵那市公立病院等の在り方検討委員会

で検討していただく） 

 

 

事業名 合併浄化槽補助事業 

総合評価 Ａ 

合併浄化槽補助事業は市民にとって衛生的で快適な生活環境にするため必

要な事業であると考えます。 

さらに、他の下水道事業と比べて、費用対効果が高いため、当面は対象地

区内での普及率 100％を目指し、将来的には集合処理区域内での希望者への補

助を検討するべきです。 

また、合併浄化槽の普及が進まない理由の１つに、市民の財政上の理由が

あるので、今後も補助は継続するべきです。 

なお、上水道の普及、農業用水への排水の問題を各担当課と検討しながら、

普及活動を行う必要があります。 

今後の展開方向 

拡大しながら継続 
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事業名 恵那市女性防火クラブ育成事業 

総合評価 Ｂ 

女性が直接防火活動に携わるのは困難ですが、家庭での防災意識を向上さ

せるために女性の参加が重要と考えます。 

しかし、クラブ員は年々減少し、事業として定着しておらず、効果も不明

であり、有効性・効率性は低いと考えます。 

今後は自治連合会など地域の組織との連携を深め、防災意識の向上に繋が

るような活動に改善する必要があります。 

また、改善した活動内容が他の事業と同じようであれば、自主防災隊の女

性部として活動するなど、他の事業と統合するべきです。 

今後の展開方向 

改善しながら継続 

 

 

事業名 ユビキタス管理運営事業 

総合評価 Ｃ 

ユビキタスの利用者は年々減少し、平成 21 年度では目標の 1,000 世帯の 3

分の１以下（316 世帯）まで減少しています。 

また、恵那市では情報通信事業としてケーブルテレビを推進しており、同

時に事業を進めるのは効率が悪いため、ケーブルテレビに統一するべきです。

今後は、初期投資の資金を考えると残念ではありますが、テレビ放送の地

上デジタル放送への移行によって、さらに加入者が減少した時点で、業者と

の協議を進め廃止するべきです。また、ユビキタスの利用者へのフォローも

必要と考えます。 

今後の展開方向 

一定期間後に廃止 

 

※総合評価は事業の正当性について、公共性・有効性・効率性・公平性の 4 つ

の視点から、Ａ・Ｂ・Ｃの三段階（Ａ：極めて高い、Ｂ：高い、Ｃ：やや低い・

低い）で示しています。 
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4.外部評価制度の確立に向けた提言 

 

 

外部評価を試行することによって、明らかになった問題点について議論し、

評価の手法や委員会の在り方についての意見をまとめました。 

 

 

（1）評価対象事業について 

①選定の仕方 

・今年度は内部組織である行政評価委員会により、行政・市民の立場から必

要性の高低を勘案して、計 4 事業を選定しました。今後は「事務事業成果

表」をもとに、委員によって評価対象事業を選定するのが望ましいと考え

ます。 

 

②年間評価事業数 

・評価事業数は総合計画の 31 施策ごとに 1 から 2 事業選定し、合計 45 事業

程度が適当と考えます。しかし、今後委員が評価対象事業を選定すること

になれば、さらに多くの会議が必要になります。評価事業数は、委員を数

グループに分けてヒアリングを行うなどの対策を取りながら、少しずつ増

加させていくのが望ましいと考えます。 

 

（2）各課ヒアリングについて 

①説明資料 

・基本的には今年度と同様の資料で評価できると思います（事務事業成果表、

総合計画管理チェックシート、担当課が必要に応じて用意する資料）。ただ

し、事務事業成果表の中の事業費と財源の内訳、また初期投資の伴う事業に

ついては、現時点での未償却残高を示してください。 

 

②説明の仕方 

・ヒアリングの時間が限られているので、事前に質問を提出し、当日までに

回答してください。 

・事業によっては担当者が説明するだけでなく、より現場に近い方の意見を

聞けるようにしてください。 

 

③現地調査の必要性について 

・初期投資の伴う事業など、必要に応じて現地を見せてください。 
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（3）評価シートの記入について 

①評価の 4視点について 

・数値で示されている視点は、その数値がどのような要素で成り立つか、ま

た基準となる数値を把握することが重要と考えます。担当課は数値を把握

するための必要な資料を提示していただく必要があります。 

・数値で示すことができない視点は、担当者と一緒になって考えることで、

判断することができると考えます。担当者は事業の概要だけでなく、事業

に対する思いなども説明するようにしてください。 

・各委員の価値判断は立場や能力によって大きく異なるため、事業の目的を

客観的に理解し、多面的な視点から評価を行うことが重要と考えます。 

 

②評価シートの様式・使い勝手 

・基本的には今年度の様式で評価できると思います。ただし、評価シートの

それぞれのチェック項目に、その時点での自分の考えを検証するため、評

価の根拠を記入できるようにしてください。また、市民から見て分かりに

くい項目があったので、必要であれば外部評価委員によってチェック項目

を変更するのが望ましいと考えます。 

 

③評価の取りまとめ方法について 

・今年度は担当課からのヒアリングの後に、事務局が各委員の評価シートを

回収し、評価を集約した後、委員会で集約内容について議論しました。今

後もこの方法が的確であると考えます。 

 

（4）評価結果の進行管理について 

①評価結果、提案や意見の進行管理 
・担当課は今後の具体的な対策と、評価結果を予算にどのように反映させた

のかを、委員会に報告するようにしてください。 

 

②評価の過程や結果の公表の仕方 

・評価の過程、結果、及び進行管理についてはホームページなどに掲載し、

広く市民に公表してください。ホームページに掲載するに当たっては、す

でに公表している「事務事業成果表」「総合計画管理チェックシート」とリ

ンクさせてください。 
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（5）今後の委員会の在り方について 

 ①委員の人数 

 ・委員の人数は、7 から 10 人程度が各委員の意見を取り上げることができ、

集中した議論ができると考えます。 

 

②委員会の回数 

・委員会の回数は月に 2 回程度、年に 8 回程度の開催が適当と考えますが、

評価事業の数や内容によって調整する必要があります。 

 

 ③委員会の開催時期 

 ・行政の出納閉鎖後に委員会を立ち上げ、次年度の予算編成に間に合うよう

に評価するのが的確であると考えます。具体的には 6月から 10 月の間に委

員会を開催してください。 

 

 ④委員の選定について 

 ・委員には専門的な知識のある各部門の精通者や企業経営者を選定すると、

幅広い意見を聞くことができると考えます。また、公募や男女のバランス

を考慮して選定することにより、市民の意見を反映した委員会になると考

えます。 

 

（6）その他意見 

・今回の試行から、類似事業、補完事業、代替事業との関連で、相対的に事

業を評価することの重要性が明らかになりました。例えば、上矢作歯科診

療所運営経費の場合は全市的な公的医療機関、合併浄化槽補助事業の場合

は公共下水道などの他の水洗化事業や上水道事業、恵那市女性防火クラブ

育成事業の場合は消防団や自主防災隊、ユビキタス管理運営事業の場合は

ＣＡＴＶ事業との比較が重要となります。そこで、当面は事務事業を評価

対象としますが、いずれは施策レベルでの評価を行うべきと考えます。 

・今後、市民の意見を二分するような事業を評価する場合があります。その

際、評価事業の利害関係者から委員に何らかの働きかけがある可能性が想

定されます。その場合は、事務局が利害関係者の窓口となり、その対応の

仕方について委員長を通して委員会で諮るようにしてください。 
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5.おわりに 

  

 

本委員会は 5 回という限られた時間の中で、与えられた任務を果たすべく精

力的に活動し、上記のような提言をまとめました。 

委員会では、資料から数字を読むことや傍聴者がいる中で意見を述べること

の難しさを感じました。しかし、担当者からの説明やヒアリングを通して少し

ずつ事業を理解し、評価を行うことができました。行政が行う事業について市

民が深く考える機会を持つことは大変良いことであり、市民と市職員が同じ目

線で事業に取り組む姿勢が大切と感じました。 
この提言書は恵那市の行政評価に対する取り組みについて、市民からの視点

で客観的に述べたものです。今後、外部評価制度を本格実施するには、市職員

の行政評価に対する意識改革と、積極的な取り組みが必要と考えます。本委員

会の提言内容に即して市民の期待に応え、最終的に市民の満足度を高められる

よう要望いたします。 
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資   料 

 

■恵那市外部評価試行委員会設置要綱 

■恵那市外部評価試行委員会委員名簿 

■評価資料 

■評価の集約表 
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恵那市外部評価試行委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、行政外部の視点から事務事業の評価を行うことにより、評

価の客観性及び信頼性の向上と簡素で効率的な行政体制の確立を図るため、恵

那市外部評価試行委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 市が実施する行政評価の結果について評価すること。 

（２） 行政評価の仕組み及び手法の改善について、調査審議し、市長に提言

すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者又は市民のうちから市長が委嘱する。ただし、学識経験

者は１人以内とする。 

３ 委員の任期は、委嘱のあった日の属する年度の３月 31日までとする。ただし、

再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員会に、委員長及び副委員長を各１人置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

６ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

７ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員任命後

最初の委員会は、市長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長が務める。 

３ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めること

ができる。 

（庶務） 
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第５条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成 22年 10月１日から施行する。 
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平成22年10月27日現在

【敬称略】

【50音順】

氏名 選出団体 備考

市川　美彦 恵那市行財政改革審議会 市民委員

柴　英子 恵那市総合計画審議会 市民委員

田口　譲 恵那市行財政改革審議会 市民委員

竹内　泰夫 政策評価研究所 学識経験者

柘植　麻美 恵那市行財政改革審議会 市民委員

服部　ゆかり 恵那市総合計画審議会 市民委員

宮地　政臣 恵那市総合計画審議会 市民委員

外部評価試行委員会名簿

13



14



15



平成　　年度事務事業成果表
担当部
事務事業名
事業期間 事業種別

担当課 会計区分
事業区分
総合計画 公共施設 補助交付

施策体系と事務事業の概要

施策体系との関連
基本目標（政策）
施策
サブ施策

対象

手段

事業概要

目的と成果

事務や事業が対象と
している人や団体

市が事務や事業を推
進する手段や方法

事業の概要

どのような目的でどの
ような成果を得ようと
しているのか

指標と目標値

実績値
達成率

利用者数 単位

％

実績値
達成率
実績値
達成率

活動指標名 単位

％

％

実績値
達成率
実績値
達成率

成果指標名 単位

％

％

実績値
達成率

費用便益比の
算出根拠

費用便益比

単位

指数
％

事務事業のコスト

事業費
職員人件費
その他
総事業費（事業費＋職員人件費＋その他）
利用者１人当たりコスト

単位
千円
千円
千円
千円
円／人

今後の展開方法
展開方法 理由、内容

事務事業の改善方向
改革改善策 具体的内容 実施時期

前年度の改善改革
計画

前年度の改革改善
の実施状況

今年度の改革改善
予定

21
医療管理部 病院管理課
上矢作歯科診療所運営経費
17　～　27 事務事業

特別会計
ソフト事業

○

１．健やかで若さあふれる元気なまち（健康・福祉）
06)地域の医療・救急体制の充実
(01)地域医療機能の整備と充実

上矢作地域の住民をはじめ全市民、近隣市町村の住民。特に当施設周辺地域の後期高齢者等交通弱者や
在宅患者、その他かかりつけ患者など。

職員の経営意識の向上、意識改革。適正な在庫管理による経費削減を図る。

歯科医師1名、歯科衛生士2名（内、臨時1名）、臨時歯科助手1名。診療日：月曜日から金曜日。

将来の人口推計が示すように、より高齢化が進み後期高齢者が増加、寝たきり・認知症等の発症率も高
まり、医療の質が変化する中、関係機関の協力・連携により、健康保持と安全安心な社会生活の確保と
、地域ニーズに即した医療サービスの提供を図る。

外来延患者数 人

年間開院日数 日

外来診療単価 円

17年度

17年度

17年度

17年度

17年度

18年度

18年度

18年度

18年度

18年度

19年度

19年度

19年度

19年度

19年度

20年度

20年度

20年度

20年度

20年度

21年度

21年度

21年度

21年度

21年度

22年度目標

22年度目標

22年度目標

22年度目標

22年度

（注）達成率は平成２２年度目標に対する各年度の達成状況を示しています。

     6,004

    211.00

      0.00

   6810.00

      0.00

      0.89

     98.43

    100.00

      0.00

     98.70

      0.00

     89.00

     5,796

    213.00

      0.00

   6340.00

      0.00

      0.84

     95.02

    100.95

      0.00

     91.88

      0.00

     84.00

     5,632

    197.00

      0.00

   5970.00

      0.00

      0.72

     92.33

     93.36

      0.00

     86.52

      0.00

     72.00

     5,410

    212.00

      0.00

   6420.00

      0.00

      0.84

     88.69

    100.47

      0.00

     93.04

      0.00

     84.00

     5,503

    213.00

      0.00

   6461.00

      0.00

      0.83

     90.21

    100.95

      0.00

     93.64

      0.00

     83.00

     6,100

    211.00

      0.00

   6900.00

      0.00

      1.00

費用対便益比＝（歳入総額－一般会計繰入）／年コスト（経営的事業費）＝42,343千円／50,844千円

    23,956
    26,673
        79
    50,708
     8,446

    21,743
    26,786
       420
    48,949
     8,445

    25,957
    26,952
       804
    53,713
     9,537

    20,339
    26,902
     3,856
    51,097
     9,445

    19,860
    26,977
     4,007
    50,844
     9,239

         0
         0
         0
         0
         0

【継続】従来どおりに継続 上矢作地区唯一の歯科であり、継続していく必要があるが、今後は民間委託・民間譲与・指定管理等を検
討する必要がある。

その他 職員の経営意識の向上、意識改革によるサービス内容の向上により外来患者
数を増加させ、経営の健全化を図る。 年間

その他 職員の経営意識の向上、意識改革によるサービス内容の向上により外来患者
数を増加させることができた。 年間

その他 職員の経営意識の向上、意識改革によるサービス内容の向上により外来患者
数を増加させ、経営の健全化を図る。 年間
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68.6 70.2

38.5

71.8

34.2
112.4%

35.6 37.1

40.024.8 26.1 28.7

40.0 45.0

73.4

46 50

11,323

37

H 22H 20 H 21 H 27

57,051 56,724 55,744 55,000

H 17 H 18 H 19

12,0009,970

30.0

2,900

12 20

2,900

99.3%
57,378 56,983 56,650 56,206 55,681

56,07156,398

195,174 189,630 154,783
88.5%

152,294
171,999174,388

187,282 176,825 160,434 151,561

103.0%
2,727 2,621 2,934 2,411 2,988

23.5 21.1
27.4

32.7 36.9 43.4 22.9 43.3

88.6%
67.0 64.5 67.2 62.7 65.0

75.0 80.0

9,294 18,000
112.2%

12,709
10,647

8,617 9,466 10,164 11,445

197.9%
3 7 74 74 74 75

29
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平成　　年度事務事業成果表
担当部
事務事業名
事業期間 事業種別

担当課 会計区分
事業区分
総合計画 公共施設 補助交付

施策体系と事務事業の概要

施策体系との関連
基本目標（政策）
施策
サブ施策

対象

手段

事業概要

目的と成果

事務や事業が対象と
している人や団体

市が事務や事業を推
進する手段や方法

事業の概要

どのような目的でどの
ような成果を得ようと
しているのか

指標と目標値

実績値
達成率

利用者数 単位

％

実績値
達成率
実績値
達成率

活動指標名 単位

％

％

実績値
達成率
実績値
達成率

成果指標名 単位

％

％

実績値
達成率

費用便益比の
算出根拠

費用便益比

単位

指数
％

事務事業のコスト

事業費
職員人件費
その他
総事業費（事業費＋職員人件費＋その他）
利用者１人当たりコスト

単位
千円
千円
千円
千円
円／人

今後の展開方法
展開方法 理由、内容

事務事業の改善方向
改革改善策 具体的内容 実施時期

前年度の改善改革
計画

前年度の改革改善
の実施状況

今年度の改革改善
予定

21
水道環境部 下水道課
合併浄化槽補助事業
17　～　27 継続事業

一般会計
ソフト事業

○ ○

２．豊かな自然と調和した安全なまち（生活環境）
04)環境衛生対策の充実
(01)生活排水の適切な処理の推進

恵那市内全域のうち、下水道区域及び農業集落排水区域以外の地域。

浄化槽設置者に対する補助金の交付。

合併浄化槽設置に伴う補助金交付。【5人槽】582千円【7人槽】664千円【10人槽】798千円を交付。(単独上乗せ250千円を含む
）飯地地区は水源地特別交付金の充当事業として、国補助に0.9％を上乗せ。区域促進特別モデル事業（低炭素社会対応型浄化
槽設置）の実施により、地球温室化ガス排出抑制を推進する。（助成率1/3→1/2）

公共用水域の水質保全と生活環境の向上。

補助件数 基

補助件数 基

浄化槽処理人口 人

普及率 ％

17年度

17年度

17年度

17年度

17年度

18年度

18年度

18年度

18年度

18年度

19年度

19年度

19年度

19年度

19年度

20年度

20年度

20年度

20年度

20年度

21年度

21年度

21年度

21年度

21年度

22年度目標

22年度目標

22年度目標

22年度目標

22年度

（注）達成率は平成２２年度目標に対する各年度の達成状況を示しています。

       217

    217.00

      0.00

   9913.00

     56.50

      0.98

    166.92

    166.92

      0.00

      0.00

     75.33

     98.00

       151

    151.00

      0.00

  10141.00

     56.50

      0.98

    116.15

    116.15

      0.00

      0.00

     75.33

     98.00

       193

    193.00

      0.00

  10847.00

     62.10

      0.98

    148.46

    148.46

      0.00

      0.00

     82.80

     98.00

       160

    160.00

      0.00

  11254.00

     65.00

      0.97

    123.08

    123.08

      0.00

      0.00

     86.67

     97.00

       140

    140.00

      0.00

  11718.00

     69.70

      0.97

    107.69

    107.69

      0.00

      0.00

     92.93

     97.00

       130

    130.00

      0.00

      0.00

     75.00

      1.00

【給付額をもって便益と考える】給付額（補助金額）／年コスト（事業費）＝96,042千円／99,090千円

   146,576
     2,550
         0
   149,126
   687,217

   102,980
     2,550
         0
   105,530
   698,874

   127,926
     2,550
         0
   130,476
   676,041

   109,407
     2,850
         0
   112,257
   701,606

    96,042
     3,048
         0
    99,090
   707,786

         0
         0
         0
         0
         0

【継続】従来どおりに継続 ・定住促進事業の一環として。  ・設置費に対して集合処理との公平性を保つため。（5人槽設置費用：
約880千円、補助金582千円、自己負担額約300千円。集合処理：負担金として平均負担額約300千円。）

方法や手段の
見直し

平成21年度から3年間実施される区域促進特別モデル事業（低炭素社会対応
型浄化槽設置）の活用及び、合併処理浄化槽への転換意向調査の実施。 平成21年度

方法や手段の
見直し

区域促進特別モデル事業（低炭素社会対応型浄化槽設置）の実施。（平成21
年度30基）及び山岡町への転換意向調査の実施。（715世帯） 平成21年度

方法や手段の
見直し

平成21年度は目標の160基を下回る140基の設置数であった。今後、地域別の
普及状況を公表するとともに、普及率の低いところを重点的に普及啓発を行
う（合併処理浄化槽設置補助金及び利子補給制度の活用促進PR等）

平成22年度
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91.9%
29.4 31.0 30.2 29.4 29.4

31.0 32.0
32 24

55,000

125.0%
41 60 42

40.0

67.6

99.3%
55,681

99.3%
56,724

21.3 24.2 27.1 30.0

245 243

36.0
26.432.5
43.0 60.046.5

71.3 75.0

800

H 21 H 27

90.0

240
75.2%

250 248

60 50

30.0 30.5

57,051

H 18 H 22H 20

95.069.7 72.3 77.4

56,724 55,74456,07156,398

3.0 2.9

H 19

920

63.9

56,20657,378 56,983

2.7 2.7

60.0

240

50.039.5
44.5

56,398
56,206 55,681

880

55,74456,071
56,650

860 840

55,000
57,378 56,983 56,650

57,051

831
103.1%

842 882 867 844 815
900

80.074.8
101.3%

67.1 71.3 75.2 76.3 78.4

97.8%
56.5 56.5 62.1 65.0 69.7

60.2

30

15.4

40 30

15.5

18.4

30

35.0

262 251 297 304 323

32.0

103.7%
2.9 2.8 2.8 2.8 2.7

2.83.2

83.776.4 78.9 81.3 82.7

45.0
45.6 50.046.7 47.8 48.9
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平成　　年度事務事業成果表
担当部
事務事業名
事業期間 事業種別

担当課 会計区分
事業区分
総合計画 公共施設 補助交付

施策体系と事務事業の概要

施策体系との関連
基本目標（政策）
施策
サブ施策

対象

手段

事業概要

目的と成果

事務や事業が対象と
している人や団体

市が事務や事業を推
進する手段や方法

事業の概要

どのような目的でどの
ような成果を得ようと
しているのか

指標と目標値

実績値
達成率

利用者数 単位

％

実績値
達成率
実績値
達成率

活動指標名 単位

％

％

実績値
達成率
実績値
達成率

成果指標名 単位

％

％

実績値
達成率

費用便益比の
算出根拠

費用便益比

単位

指数
％

事務事業のコスト

事業費
職員人件費
その他
総事業費（事業費＋職員人件費＋その他）
利用者１人当たりコスト

単位
千円
千円
千円
千円
円／人

今後の展開方法
展開方法 理由、内容

事務事業の改善方向
改革改善策 具体的内容 実施時期

前年度の改善改革
計画

前年度の改革改善
の実施状況

今年度の改革改善
予定

21
消防本部 予防課
恵那市女性防火クラブ育成事業
17　～　 事務事業

一般会計
ソフト事業

○

２．豊かな自然と調和した安全なまち（生活環境）
03)災害に強く、安心・安全なまちづくり
(01)防災体制の充実

市内に在住する18歳以上の女性が対象であるが、地区単位での選出者がほとんどである。

女性防火クラブへ交付金を交付。クラブ員が参加しやすい教育訓練を実施し、家庭の防火・防災の情報
提供を行う。
家庭防火防災の重要性についての教育訓練を全体及び各支部単位で計画実施している。年1回全クラブ
員を対象とした部外研修を実施し、県内外の防災施設等での学習を行い、家庭防火の重要性を認識し、
各地区で広めている。
クラブ員を経由して、各地区の女性に防火、防災の教育指導を実施、恵那市全体が災害のない住みやす
いまちづくりを構築する。

クラブ員数 人

クラブ員数 人

活動回数 回

活動参加者数 人

17年度

17年度

17年度

17年度

17年度

18年度

18年度

18年度

18年度

18年度

19年度

19年度

19年度

19年度

19年度

20年度

20年度

20年度

20年度

20年度

21年度

21年度

21年度

21年度

21年度

22年度目標

22年度目標

22年度目標

22年度目標

22年度

（注）達成率は平成２２年度目標に対する各年度の達成状況を示しています。

       273

    273.00

     15.00

    354.00

      0.00

      0.79

    100.00

    100.00

    100.00

     44.25

      0.00

     79.00

       270

    270.00

     15.00

    450.00

      0.00

      0.93

     98.90

     98.90

    100.00

     56.25

      0.00

     93.00

       245

    245.00

     15.00

    380.00

      0.00

      0.77

     89.74

     89.74

    100.00

     47.50

      0.00

     77.00

       234

    234.00

     15.00

    529.00

      0.00

      0.95

     85.71

     85.71

    100.00

     66.13

      0.00

     95.00

       229

    229.00

     15.00

    666.00

      0.00

      0.73

     83.88

     83.88

    100.00

     83.25

      0.00

     73.00

       273

    273.00

     15.00

    800.00

      0.00

      1.00

【消火・救急活動に対する市民支払意志額をもって便益とする】支払意志額を6,000円／世帯、地域消防の初期消火等の貢献度を10％、地域消防力におけ
る女性防火クラブの寄与率30％と仮定。B／C＝支払意志額×初期消火貢献度×当該クラブの寄与率／年コスト＝6,000円/世帯×19,169世帯×10％×30％／
4,750千円

     1,394
     2,838
         0
     4,232
    15,502

     1,098
     2,527
         0
     3,625
    13,426

     1,789
     2,649
         0
     4,438
    18,114

       973
     2,639
         0
     3,612
    15,436

       816
     3,934
         0
     4,750
    20,742

         0
         0
         0
         0
         0

【継続】改善しつつ継続 クラブ人員が減少しているため、活動内容の周知を行い、人員を確保する。

方法や手段の
見直し 年度事業計画時に、実施事業について役員と調整を行う。 3月

方法や手段の
見直し 各支部間における実施事業の統一を行った。 5月

方法や手段の
見直し 事業報告及び反省。 3月
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12 14 14
108.3%

136

60.0
80.2%

30.7 34.1 34.6 36.1
30.7 35.0 40.0 45.0

100.0
71.8%

46.0 52.6 53.9 61.0
46.0 55.0 70.0 85.0

15.4

33

11.1
6.4

117.1%
63 68 86 76 85

68 70

60.0

27.1
33.9 29.5
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平成　　年度事務事業成果表
担当部
事務事業名
事業期間 事業種別

担当課 会計区分
事業区分
総合計画 公共施設 補助交付

施策体系と事務事業の概要

施策体系との関連
基本目標（政策）
施策
サブ施策

対象

手段

事業概要

目的と成果

事務や事業が対象と
している人や団体

市が事務や事業を推
進する手段や方法

事業の概要

どのような目的でどの
ような成果を得ようと
しているのか

指標と目標値

実績値
達成率

利用者数 単位

％

実績値
達成率
実績値
達成率

活動指標名 単位

％

％

実績値
達成率
実績値
達成率

成果指標名 単位

％

％

実績値
達成率

費用便益比の
算出根拠

費用便益比

単位

指数
％

事務事業のコスト

事業費
職員人件費
その他
総事業費（事業費＋職員人件費＋その他）
利用者１人当たりコスト

単位
千円
千円
千円
千円
円／人

今後の展開方法
展開方法 理由、内容

事務事業の改善方向
改革改善策 具体的内容 実施時期

前年度の改善改革
計画

前年度の改革改善
の実施状況

今年度の改革改善
予定

21
総務部 防災情報課
ユビキタス管理運営事業
17　～　27 事務事業

一般会計
ソフト事業

○

３．快適に暮らせる便利で美しいまち（都市・交流基盤）
04)高度情報通信基盤の整備
(01)地域情報基盤の整備

岩村町内の住民及び商店、企業等で電波受信が可能と思われる約1,600世帯

【サービス提供スキーム】固定系無線アクセス装置(FWA)を含む通信設備をプロバイダ(㈱VRテクノセン
ター)に有償貸与→プロバイダーが住民へ有償によりインターネットの接続サービスを提供→プロバイ
ダは利用料から設備借上げ料を市へ支払
電気通信事業法による卸電気通信役務提供の通信事業者として、固定系無線アクセス装置(FWA)を含む
通信設備をプロバイダ(㈱VRテクノセンター)に有償貸与し、そのプロバイダーが住民に有償でインター
ネットの接続サービスを行う。
収支から1,000世帯の加入を目的とし、電子行政のサービス基盤としての利用促進を図ることにより行
政サービスの利便性の向上が図れる。

岩村地区住民 世帯

基地局数FWA 箇所

基地局数ﾕﾋﾞｷﾀｽ 箇所

世帯数 世帯

加入率 ％

17年度

17年度

17年度

17年度

17年度

18年度

18年度

18年度

18年度

18年度

19年度

19年度

19年度

19年度

19年度

20年度

20年度

20年度

20年度

20年度

21年度

21年度

21年度

21年度

21年度

22年度目標

22年度目標

22年度目標

22年度目標

22年度

（注）達成率は平成２２年度目標に対する各年度の達成状況を示しています。

       467

     49.00

     55.00

    467.00

     29.20

      0.16

     66.71

    100.00

    100.00

    186.80

     66.36

      3.81

       477

     49.00

     55.00

    477.00

     29.80

      0.22

     68.14

    100.00

    100.00

    190.80

     67.73

      5.24

       493

     49.00

     55.00

    493.00

     30.80

      0.32

     70.43

    100.00

    100.00

    197.20

     70.00

      7.62

       379

     49.00

     55.00

    379.00

     23.70

      0.26

     54.14

    100.00

    100.00

    151.60

     53.86

      6.19

       316

     49.00

     55.00

    316.00

     19.80

      0.22

     45.14

    100.00

    100.00

    126.40

     45.00

      5.24

       700

     49.00

     55.00

    250.00

     44.00

      4.20

インターネットによる検索を同等の資料購入費1アクセスページ10円と仮定する。年便益=10円×5アクセスページ/世帯×31
6世帯×300日=4,740,000円　利便比=4,740千円／(フルコスト25,748千円-設備貸付料4,445千円）

    13,620
     4,240
    30,203
    48,063
   102,919

    11,970
       812
    24,900
    37,682
    78,998

     4,578
       122
    22,731
    27,431
    55,641

     4,799
       114
    21,537
    26,450
    69,789

     4,445
       260
    21,043
    25,748
    81,481

         0
         0
         0
         0
         0

【継続】縮小しながら継続 現在加入者は減ってきているが、民間が運営しているため、そのまま継続。

その他 ユビキタス利用者にアミックスコムの利点を説明し、アミックスコムへの変
更を促す。 年間

その他 対前年比利用者が６３軒減少。　 年間

その他 ユビキタス利用者にアミックスコムの利点を説明し、アミックスコムへの変
更を促す。 年間

30



19,121
18,897 18,897

67.0 74.0

100.0

48.2

101.2%
11,205
18,787

100.0100.0 100.0

13,903 18,897

18,897

12,588

H 22H 21 H 27H 18

70.8%
2,276 8,9138,462
5,055

1,490

100.0%
69.1 100.0
69.1

100.0%
100.0

100.0100.0100.0

64.0

24.1
24.1

28.0

11.0

12.1

107.0%
28.0

100.082.0

55.7

44.3

100.0
71.9%

87.7

100.0

100.0

H 20

18,897
19,041
11,290

18,897
18,897
10,466

4,055

19.1

86.4

100.0
100.0
100.0
100.0

26.9

100.0

100.0

1,817

0.0

H 19

11.5

9.8 21.5

46.0

52.2
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広
報
え
な
　

12

□
調
査
の
概
要

　
調
査
対
象
：
２０
歳
以
上
の
市
民
２

,５０
０
人

　
調
査
方
法
：
郵
送
配
布
、
郵
送
回
収

　
抽
出
方
法
：
無
作
為
抽
出
法

　
調
査
時
期
：
平
成
２０
年
６
月

　
回
収
結
果
：
１

,３８
１
人
（
回
収
率
５５

.２
％
）

　
※
前
回
平
成
１７
年
度
回
収
結
果
１

,６８
８
人

　
　（
回
収
率
６７

.５
％
）

　 総 合 計 画 に 基 づ く ま ち づ く り が 始 ま っ て ３ 年 目 に な り 、 こ の 間 、 市 民 の 皆

さ ん が 現 状 に 対 し て ど の よ う に 感 じ 、 ど の よ う に 評 価 を し て い る の か を 聞

き 、 今 後 の 市 政 運 営 や 後 期 計 画 策 定 に 当 た っ て の 基 礎 資 料 と す る た め 、 ６ 月

に 市 民 意 識 調 査 （ ア ン ケ ー ト ） を 実 施 し ま し た 。

　 こ の 市 民 意 識 調 査 は 、 前 回 平 成 　 年 に 実 施 し て お り 、 個 別 施 策 　 項 目 に つ１７ ５５

い て は 、 各 施 策 に 対 す る 「 満 足 度 」 と 「 重 要 度 」 が 、 こ の ３ 年 間 で ど の よ う

に 変 化 し た か を 知 る た め 、 同 じ 内 容 で 行 い ま し た 。

　 今 、 市 民 の 皆 さ ん が 、 市 を ど の よ う に 考 え て い る の か 、 意 識 傾 向 の デ ー タ

の 一 部 を 紹 介 し ま す 。 調 査 結 果 の 詳 細 に つ い て は 、 市 役 所 企 画 課 の ほ か 市

ウ ェ ブ サ イ ト が ら も ご 覧 い た だ け ま す 。http://www.city.ena.lg.jp/

□ 問 い 合 わ せ 　 企 画 課 （ 内 線 ３ ３ ０ ）

□ よ り 良 い 市 に す る た め に 必 要

な こ と は

　 今 後 、 恵 那 市 を よ り 良 い 市 に す る

た め に 何 が 必 要 か を 尋 ね た と こ ろ 、

「 市 全 体 の 均 衡 あ る 発 展 を 目 指 す た

め 地 域 間 の 共 生 を 図 る 」 と 「 行 財 政

改 革 に よ る 行 財 政 基 盤 の 確 立 」 が 　 ・１７

７ � と 高 く 、 「 自 分 た ち の ま ち づ く

り は 自 分 た ち で 行 う と い う 住 民 意 識

の 醸 成 」　 ・ ８ � 、 「 市 か ら の 積 極 的１５

な 情 報 公 開 」　 ・ ５ � と い う 結 果 と１４

な り ま し た 。

市 民 意 識 調 査 の 結 果

□ 合 併 後 住 み よ い ま ち と な っ た

と 思 い ま す か

　 合 併 後 の 市 政 に つ い て 調 査 を し た

と こ ろ 、 「 特 に 変 わ り が な い 」　 ・ ６５３

� と 最 も 多 く 、 つ い で 、 「 ど ち ら か と

い え ば 住 み に く い ま ち と な っ た と 思

う 」 と 「 住 み に く い ま ち と な っ た 」

を 合 わ せ た 、 住 み に く く な っ た と 感

じ て い る 方 が 　 ・ ６ � を 占 め て い ま３４

す 。 一 方 、 住 み や す く な っ た と 感 じ

て い る 方 は 、　 ・ ４ � と い う 結 果 と１０

な り ま し た 。
特
に
変
わ
り
は
な
い

５３
.６
％

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

住
み
に
く
い
ま
ち
に

な
っ
た
２０

.１
％

住
み
に
く
い

ま
ち
と
な
っ
た

１４
.５
％

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
住
み
よ
い

ま
ち
に
な
っ
た

住
み
よ
い
ま
ち
と
な
っ
た
　
１

.５
％

そ
の
他
　
１

.４
％

８
.９
％

８
.７
％

均
衡
あ
る
発
展
を
目
指

す
た
め
地
域
間
の
共
生

を
図
る
　
１７

.７
％

１５
.８
％

行
財
政
改
革
に
よ

る
行
財
政
基
盤
の

確
立
　
１７

.７
％

ま
ち
づ
く
り
は
自
分

た
ち
で
行
う
と
い
う

住
民
意
識
の
醸
成

市
か
ら
の
積
極
的

な
情
報
公
開

総
合
計
画
の

着
実
な
実
行

住
民
自
治
組
織
の

支
援
と
育
成

そ
の
他
　
３

.９
％

１４
.５
％８
.８
％

「 特 に 変 わ り な い 」 が 半 数

「 住 み に く く 」 も ３ 分 の １

合 併 後

の 市 政

13
　

20
08

.1
0.

1

行
財
政
改
革
の
推
進

図
書
館
の
設
備
と
蔵
書
数

文
化
財
の
保
存
・
活
用

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
数
と
設
備

市
政
に
関
す
る
市
民
参
加
の
機
会

市
政
へ
の
市
民
の
意
見
の
反
映

男
女
共
同
参
画
の
取
り
組
み

国
際
交
流
の
推
進

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
支
援

市
民
団
体
や

N
P

O
な
ど
の
活
発
化

広
報
に
よ
る
市
情
報
の
提
供

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
や
デ
ザ
イ
ン

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
請
な
ど
利
便
性

受
付
・
窓
口
な
ど
で
の
市
職
員
の
対
応

健
全
な
財
政
運
営

生
涯
学
習
情
報
・
出
前
講
座
メ
ニ
ュ
ー
の
量

観
光
施
設
と
誘
客

P
R

新
し
い
分
野
の
起
業
化
支
援

魅
力
あ
る
働
く
場
の
確
保

小
中
学
校
に
お
け
る
教
育

学
校
・
地
域
・
家
庭
の
連
携

明
知
鉄
道
の
便
利
さ

情
報
通
信
環
境
の
整
備

買
い
物
の
便
利
さ

商
店
街
の
に
ぎ
わ
い

工
業
の
振
興
対
策

農
業
の
振
興
対
策

林
業
保
全
と
振
興

自
主
運
行
バ
ス
の
便
利
さ

Ｊ
R
・
民
間
バ
ス
の
便
利
さ

生
活
道
路
の
整
備
、
維
持
管
理

ご
み
減
量
化
と
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
化

策 に つ い て 、 満 足 度 、 重 要 度 を 伺 い

ま し た 。

　 「 満 足 度 」 「 や や 満 足 」 を 合 わ せ た

満 足 度 の 高 い 施 策 は 、 「 上 下 水 道 ・ 簡

易 水 道 の 整 備 」　 ・ ８ � （ 前 回 　 � ）４６ ４６

「 ご み 収 集 と 処 理 サ ー ビ ス 」　 � （ 前４５

□ 　 項 目 の 個 別 施 策５５
「 商 店 街 の に ぎ わ い 」 「 働 く 場 の

確 保 」 に 高 い 不 満

　 健 康 ・ 福 祉 、 生 活 環 境 、 都 市 ・ 交

流 基 盤 、 産 業 振 興 、 教 育 ・ 文 化 、 住

民 参 画 の 分 野 に つ い て 、　 の 個 別 施５５

保
育
サ
ー
ビ
ス
・
子
育
て
支
援

健
康
診
断
・
相
談
、
保
健
予
防

地
域
の
助
け
合
い
に
よ
る
福
祉
活
動

生
活
支
援
・
介
護
な
ど
高
齢
者
福
祉

障
が
い
者
（
児
）
へ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

医
療
機
関

水
辺
の
親
し
み
や
す
さ

市
営
住
宅
の
整
備

街
並
み
・
景
観
の
保
全
と
整
備

緊
急
医
療
体
制

消
防
体
制

段
差
や
道
幅
な
ど
歩
道
の
安
全
性

防
犯
・
治
安
な
ど
の
安
心
感

地
震
・
災
害
に
対
す
る
安
心
感

上
水
道
・
簡
易
水
道
の
整
備

下
水
道
・
合
併
処
理
浄
化
槽
の
整
備

し
尿
収
集
と
処
理
サ
ー
ビ
ス

大
気
汚
染
・
騒
音
・
水
質
な
ど
公
害
対
策

ご
み
収
集
と
処
理
サ
ー
ビ
ス

公
園
・
緑
地
な
ど
憩
い
の
場

幹
線
道
路
の
整
備

生
涯
学
習
施
設
の
数
と
設
備

文
化
・
芸
術
活
動
の
振
興

満
足
度
調
査
前
回
と
の
比
較

１０
％

２０
％

３０
％

４０
％

５０
％

１０
％
２０
％
３０
％
４０
％
５０
％

満
足
度

満
足
度

不
満
度

回 　 ・ ４ � ） 「 買 い 物 の 便 利 さ 」　 ・４４ ３８

２ � （ 前 回 　 ・ ９ � ） な ど と な っ て３９

い ま す 。 一 方 「 不 満 」 「 や や 不 満 」 を

合 わ せ た 不 感 度 の 高 い 項 目 は 、 「 商

店 街 の に ぎ わ い 」　 ・ ５ � （ 前 回 　 ・５２ ５４

７ � ） 、 「 魅 力 あ る 働 く 場 の 確 保 」　 ・５１

５ � （ 前 回 　 ・ ８ � ） 、 「 Ｊ Ｒ ・ 民 間５２

バ ス の 便 利 さ 」　 ・ ９ � （ 　 ・ ６ � ）４６ ４６

な ど と な っ て い ま す 。 こ の 上 位 ３ 項

目 は 前 回 と 同 じ 順 位 と な っ て い ま

す 。

前
回
（
平
成
１７
年
）
の
調
査
結
果

今
回
（
平
成
２０
年
）
の
調
査
結
果

調
査
項
目
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評
価

の
集

約
表

1

上
矢
作
歯

科
診
療
所

運
営
経
費

●
一

定
の

患
者

数
が

あ
り
有

効
性

は
あ
る
が

、
効

率
性

（
人

件
費

率
が

高
い
）
が

や
や

低
く
、
同

じ
医

療
困

難
地

域
で
も
歯

科
医

院
の

な
い
串

原
地

域
と
の

公
平

性
に
欠

け
る
。

●
費

用
対

便
益

比
が

0
.8
3
と
な
っ
て
お
り
、
少

し
改

善
す
れ

ば
１
に
近

づ
く
と
考

え
ら
れ

る
。
従

っ
て
A
と

判
断

し
た
。

●
今

後
ま
す
ま
す
高

齢
化

の
進

む
中

、
交

通
弱

者
と
い
わ

れ
る
お
年

よ
り
が

地
域

で
医

療
が

受
け
ら
れ

る
よ
う
是

非
続

け
て
ほ

し
い
。
将

来
的

に
は

上
矢

作
病

院
と
の

併
設

が
望

ま
れ

る
。

●
現

状
に
お
い
て
必

要
性

が
あ
る
が

、
上

矢
作

病
院

の
あ
り
方

と
併

せ
て
検

討
。

●
現

時
点

で
は

や
む
得

な
い
事

業
と
な
っ
て
い
る
が

、
病

院
の

改
築

と
併

せ
、
判

断
す
る
必

要
が

あ
る
。

●
必

要
で
は

あ
る
が

何
ら
か

の
手

段
が

必
要

。
予

防
歯

科
は

必
要

で
あ
る
が

、
上

矢
作

地
区

に
限

ら
ず

恵
那

市
全

域
で
必

要
。

●
医

療
に
関

す
る
事

業
は

市
に
と
っ
て
重

要
か

つ
必

要
で
あ
る
が

、
効

率
性

を
考

え
る
と
や

や
苦

し
い
。

病
院

に
関

す
る
検

討
委

員
会

で
の

十
分

な
検

討
を
し
て
も
ら
い
た
い
。

A
＝

2
人

B
＝

5
人

C
＝

0
人

B

○
上

矢
作

歯
科

診
療

所
は

今
後

ま
す
ま
す
高

齢
化

の
進

む
中

、
交

通
弱

者
と
い
わ

れ
る
高

齢
者

が
地

域
で
医

療
を
受

け
る
の

に
必

要
で
あ
る
。

○
し
か

し
、
効

率
性

を
考

え
る
と
こ
の

ま
ま
継

続
し
て
い
く
の

で
は

な
く
、
上

矢
作

病
院

と
の

併
設

や
、
民

間
移

譲
も
視

野
に
考

え
る
必

要
が

あ
る
。

○
予

防
歯

科
に
よ
り
地

域
に
貢

献
し
て
い
る
が

、
予

防
歯

科
は

恵
那

市
全

域
で
必

要
と
思

わ
れ

る
。

○
ま
た
、
歯

科
が

な
い
地

区
も
あ
り
、
公

平
性

に
欠

け
る
こ
と
か

ら
、
地

域
医

療
の

配
分

も
考

え
る
必

要
が

あ
る
。
当

分
は

地
域

医
療

の
確

保
の

た
め
継

続
す
る
必

要
が

あ
る
が

、
恵

那
市

公
立

病
院

等
の

在
り
方

検
討

委
員

会
で

十
分

な
検

討
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
今

後
の

在
り
方

を
検

討
し
な
が

ら
継

続
（
恵

那
市

公
立

病
院

等
の

在
り
方

検
討

委
員

会
で
検

討
し
て
い

た
だ
く
）

2

合
併
浄
化

槽
補
助
事

業

●
恵

那
市

は
旧

恵
那

市
の

中
心

市
街

地
を
除

く
と
人

口
密

度
が

低
く
、
山

坂
が

多
い
た
め
公

共
下

水
道

、
農

業
集

落
排

水
事

業
、
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

な
ど
の

集
合

処
理

で
は

減
価

償
却

費
や

維
持

管
理

費
を
含

め
た
費

用
が

高
く
、
費

用
対

効
果

比
は

合
併

浄
化

槽
に
比

べ
て
低

い
。
公

共
下

水
道

区
域

に
お
い
て
合

併
浄

化
槽

を
設

置
し
て
い
る
場

合
は

接
続

義
務

を
免

除
す
る
動

き
も
出

て
き
て
い
る
。

●
費

用
対

便
益

比
が

1
に
近

い
。
対

象
と
な
る
地

域
性

か
ら
見

て
公

平
性

も
高

い
と
考

え
ら
れ

る
の

で
A

の
評

価
と
し
た
。

●
衛

生
的

で
快

適
な
環

境
に
す
る
た
め
普

及
活

動
を
進

め
な
が

ら
継

続
し
て
い
く
こ
と
が

必
要

。
●

上
水

道
未

普
及

地
域

お
よ
び
、
浄

化
槽

の
普

及
と
排

水
の

整
合

に
つ
い
て
検

討
を
加

え
る
。

●
生

活
環

境
の

改
善

で
早

期
に
完

全
普

及
す
る
必

要
が

あ
る
。
ま
た
水

道
水

の
普

及
を
早

く
す
る
。

●
将

来
的

な
下

水
処

理
の

方
向

性
を
考

え
な
が

ら
、
と
り
あ
え
ず
継

続
す
る
。

●
浄

化
槽

の
普

及
が

進
ま
な
い
理

由
に
市

民
の

財
政

上
の

事
情

が
あ
る
以

上
、
効

果
は

出
に
く
い
か

も
し
れ

な
い
が

、
市

と
し
て
進

め
て
い
く
べ

き
と
考

え
B
と
判

断
し
た
。

A
＝

5
人

B
＝

2
人

C
＝

0
人

A

○
合

併
浄

化
槽

補
助

事
業

は
市

民
に
と
っ
て
衛

生
的

で
快

適
な
生

活
環

境
に
す
る
た
め
必

要
な
事

業
で
あ
る
。

○
さ
ら
に
、
他

の
下

水
道

事
業

と
比

べ
て
、
費

用
対

効
果

が
高

い
た
め
、
当

面
は

対
象

地
区

内
で
の

普
及

率
1
0
0
％

を
目

指
し
、
将

来
的

に
は

集
合

処
理

区
域

内
で
の

希
望

者
へ

の
補

助
を
検

討
す
る
べ

き
で
あ
る
。

○
ま
た
、
普

及
が

進
ま
な
い
理

由
の

１
つ
に
市

民
の

財
政

上
の

理
由

が
あ

る
の

で
、
今

後
も
補

助
は

継
続

す
る
べ

き
で
あ
る
。

○
上

水
道

の
普

及
、
農

業
用

水
へ

の
排

水
の

問
題

を
各

担
当

課
と
検

討
し

な
が

ら
、
普

及
活

動
を
行

う
必

要
が

あ
る
。

○
拡

大
し
な
が

ら
継

続

3

恵
那
市
女

性
防
火
ク

ラ
ブ
育

成
事
業

●
ク
ラ
ブ
員

数
の

減
少

傾
向

が
続

い
て
お
り
事

業
と
し
て
定

着
し
て
い
な
く
、
事

業
効

果
も
不

明
で
あ
る
。

●
女

性
が

防
火

に
携

わ
る
こ
と
は

や
や

困
難

性
が

あ
る
と
思

う
が

、
防

火
に
対

す
る
意

識
を
高

め
る
の

に
は

よ
い
と
思

う
の

で
B
の

評
価

と
し
た
。

●
市

民
の

防
災

意
識

の
向

上
を
図

る
う
え
で
消

防
団

だ
け
に
頼

ら
ず
女

性
の

参
加

も
重

要
と
考

え
ら
れ

る
。
ク
ラ
ブ
員

の
研

修
の

み
に
終

わ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
啓

発
に
努

め
て
ほ

し
い
。

●
必

要
性

は
あ
る
が

、
各

町
内

の
自

主
防

災
隊

活
動

と
併

せ
、
自

治
連

合
会

と
の

連
携

を
深

め
る
。

●
ク
ラ
ブ
設

置
目

的
の

効
果

も
な
く
、
見

直
す
必

要
が

あ
る
。

●
組

織
の

あ
り
方

は
時

代
の

流
れ

や
ニ
ー
ズ
も
含

め
て
考

え
て
い
く
。

●
総

合
的

に
は

B
評

価
で
あ
る
が

有
効

性
・
効

率
性

は
低

い
と
考

え
る
の

で
C
に
近

い
B
で
あ
る
。
防

災
意

識
の

向
上

、
地

域
の

防
災

水
準

の
維

持
の

た
め
な
ら
ば

他
の

方
法

も
あ
る
の

で
は

な
い
か

。

A
＝

1
人

B
＝

3
人

C
＝

3
人

B

○
女

性
が

直
接

防
火

活
動

に
携

わ
る
の

は
困

難
で
あ
る
が

、
家

庭
で
の

防
災

意
識

を
向

上
さ
せ

る
た
め
に
女

性
の

参
加

が
重

要
で
あ
る
。

○
し
か

し
、
ク
ラ
ブ
員

は
年

々
減

少
し
、
事

業
と
し
て
定

着
し
て
お
ら
ず
、
効

果
も
不

明
で
あ
り
有

効
性

・
効

率
性

は
低

い
。

○
今

後
は

自
治

連
合

会
な
ど
地

域
の

組
織

と
の

連
携

を
深

め
、
防

災
意

識
の

向
上

に
繋

が
る
よ
う
な
活

動
に
改

善
す
る
必

要
が

あ
る
。

○
ま
た
、
改

善
し
た
活

動
内

容
が

他
の

事
業

と
同

じ
よ
う
で
あ
れ

ば
、
自

主
防

災
隊

の
女

性
部

と
し
て
活

動
す
る
な
ど
、
統

合
す
る
べ

き
で
あ
る
。

○
改

善
し
な
が

ら
継

続

4

ユ
ビ
キ
タ
ス

管
理
運
営

事
業

●
利

用
者

が
年

々
減

少
し
、
平

成
2
1
年

度
で
は

目
標

の
1
,0
0
0
世

帯
の

3
分

の
1
以

下
（
3
1
6
世

帯
）
ま
で

減
少

し
て
き
て
い
る
。

●
情

報
機

器
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は

、
効

率
が

悪
い
と
思

わ
れ

る
。
ア
ミ
ッ
ク
ス
コ
ム
に
転

換
す
べ

き
で
あ

る
。

●
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
と
の

運
営

の
統

一
化

を
図

る
よ
う
、
業

者
と
の

協
議

を
進

め
て
い
く
こ
と
が

必
要

。
●

今
日

の
技

術
革

新
に
は

つ
い
て
い
け
な
い
。
こ
の

た
め
将

来
は

廃
止

し
て
C
A
T
V
に
統

一
。

●
地

デ
ジ
移

行
ま
で
に
利

用
者

の
フ
ォ
ロ
ー
が

必
要

で
あ
る
。

●
投

入
し
た
資

金
を
考

え
る
と
残

念
だ
が

、
地

デ
ジ
化

と
と
も
に
、
縮

小
、
廃

止
が

近
い
時

期
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
現

時
点

で
は

C
評

価

A
＝

0
人

B
＝

2
人

C
＝

5
人

C

○
ユ
ビ
キ
タ
ス
の

利
用

者
が

年
々

減
少

し
、
平

成
2
1
年

度
で
は

目
標

の
1
,0
0
0
世

帯
の

3
分

の
１
以

下
（
3
1
6
世

帯
）
ま
で
減

少
し
て
き
て
い
る
。

○
ま
た
、
恵

那
市

で
は

情
報

通
信

事
業

と
し
て
C
A
T
V
を
推

進
し
て
お
り
、
同

時
に
事

業
を
進

め
る
の

は
効

率
が

悪
い
た
め
、
C
A
T
V
に
統

一
す
る
べ

き
で

あ
る
。

○
今

後
は

、
初

期
投

資
の

資
金

を
考

え
る
と
残

念
で
は

あ
る
が

、
テ
レ
ビ
放

送
の

地
上

デ
ジ
タ
ル

放
送

へ
の

移
行

に
よ
っ
て
、
更

に
加

入
者

が
減

少
し

た
時

点
で
、
業

者
と
の

協
議

を
進

め
廃

止
す
る
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
、
ユ
ビ

キ
タ
ス
の

利
用

者
へ

の
フ
ォ
ロ
ー
も
必

要
で
あ
る
。

○
一

定
期

間
後

に
廃

止

今
後

の
展

開
方

向
総

合
評

価
に
伴

う
各

委
員

の
指

摘
事

項
各

委
員

の
評

価
総

合
評

価
事

業
名
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